
○伊東市長の職務を代理する者に関する規則 

平成１７年３月３１日 

伊東市規則第２９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第３項の規定による市長の職務を代

理する上席の職員は、次の順序による。 

（１） 市長戦略監の職にある者 

（２） 企画部長の職にある者 

（３） 総務部長の職にある者 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月２２日伊東市規則第４７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うこと

ができる。 

附 則（平成２９年６月２１日伊東市規則第２０号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 

 


